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財務会計基準機構の Webサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する

法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。 

議事要旨(1) IASB公開草案「財務報告に関する概念フレームワーク」へのコメント対応 

 

冒頭、小賀坂副委員長より、IASB公開草案「財務報告に関する概念フレームワーク」（以

下「概念ED」という。）へのコメント対応について、審議資料に基づき説明がなされた。続

いて、関口常勤委員及び紙谷客員研究員より、審議資料に基づき詳細な説明がなされた。 

説明に対する委員からの主なコメントと、それらに対する事務局からの回答は次のとおり

である。 

 

第 1章「一般目的財務報告の目的」：受託責任（Stewardship） 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 市場全体に占めるインデックス投資の割合が高くなってきており、このような投資

方針に基づく投資家は、株式を売却したくても売却できないため、投資成果を高め

るうえで、経営者との対話を深めることにより、企業価値を高める努力している。

このような背景を踏まえると、「受託責任」の評価に有用な情報の提供を「投資の

売買や保有の意思決定」に有用な情報の提供と並列的に、財務報告の目的として位

置付けるべきという欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）の提案を評価できるので

はないか。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 長期的な事業開発を柱とする企業にとって長期的な投資家は望ましく、また我が国

においても長期投資を増やしていく動きがある状況では、株式を保有しながら、経

営の内容自体（例えば、研究開発費）の改善を図っていくことが求められる場合が

あるため、EFRAGの提案を支持してもよいのではないか。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 IFRS が想定する報告企業には、上場会社だけではなく非上場会社も含まれること

を踏まえると、概念 ED における「受託責任」の提案の方が、より広く財務諸表の

目的をカバーできるのではないか。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 事務局の「コメントの方向性」を基本的に支持するものの、概念 ED の提案が、今

後の会計基準の開発にどのような影響を及ぼすかについて必ずしも明確でないた

め、概念 EDの提案に対してコメントしないという選択肢も考えうるのではないか。 

 

第 2章「有用な財務情報の質的特性」：慎重性（Prudence） 

 ある委員より、次のコメントがあった。 
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 投資家はリスク回避的であり、損失は利得よりも早い段階で認識されるべきである

と考えるため、「目的適合性」及び「忠実な表現」に反しない範囲での適度な保守

性が必要であるという意味において、非対称としての「慎重性」を再導入すること

を主張すべきではないか。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 「中立性」は重要な考え方ではあるものの、机上の産物であり、作成者の立場から

は、「慎重性」の考え方が実務上より重要であると考えるため、「慎重性」を再導

入することを支持する。但し、「非対称性としての慎重性」は、「中立性」に反す

る可能性もあるため、結論の根拠に記載する対応で問題ないと考える。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 実務においては経営者と監査人の間で保守的な会計処理か否かの判断が相違する

場合があるものの、会計基準を使用する立場から、会計基準においては中立的に会

計処理がなされるべきことが示されることは望ましいと考える。 

 

第 2章「有用な財務情報の質的特性」：測定の不確実性（信頼性） 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 「忠実な表現」は、「信頼性」に比べ時価評価を想起される可能性があり、また従

来「信頼性」とされていたものと「忠実な表現」との内容が概ね整合的になってい

るとすれば、概念フレームワークに「信頼性」を復活させてもよいのではないか。 

 「測定の不確実性」が極めて高い項目を利用者が求めているか否かは利用者の目的

に照らして考えるべきものであるため、「測定の不確実性」は、「忠実な表現」で

はなく、「目的適合性」に影響を与える要因として位置付けるべきではないか。 

これに対して、事務局より、次の回答がなされた。 

 「信頼性」については、過去において異なる解釈が示されていたという経緯があり、

そのまま復活した場合、同様の懸念や誤解が生じ得るため、IASBの立場からは、「忠

実な表現」という用語を残すことについて、一定の合理性があるのではないか。 

 「測定の不確実性」の程度が高くなると「検証可能性」の程度が低くなり、また「検

証可能性」は「忠実な表現」に関連付けられた定義がなされているため、「測定の

不確実性」は「忠実な表現」に位置付けられることが自然であると考えられる。 

 

第 3章「財務諸表と報告企業」：財務諸表の役割（財務諸表を作成する視点） 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 審議資料で示されている案 1（親会社説による考え方） を支持する。本件について

は、これまでの主張を首尾一貫すべきであるほか、最終的なリスクを負担する者（株
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主）が最も多くの情報を必要としており、株主に焦点を合わせることにより、それ

以外の利用者の要求も基本的に満たされると考えられる。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 審議資料で示されている案 2（経済的単一体説による考え方） を支持する。案 1を

強く支持した場合、連結基礎概念に対応する現行の会計基準との関係で不整合を生

じさせる可能性があり、現状の会計基準とより整合的と考えられる案 2が望ましい

と考える。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 案 1の考え方を基礎としつつ、案 2の考え方にも言及する折衷案を主張してはどう

かと考える。すなわち、案 1の考え方が本来的には正しいと考えるものの、案 2に

沿って考えた場合には、親会社株主のニーズを反映する情報を追加的に提供するこ

とが有用という旨を提案してはどうか。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 案 1と案 2の折衷案の考え方を支持する。案 1は従来から我が国の考え方の中心で

あっため、大切に維持したいところであるものの、表現の工夫次第では両案とり得

るため、適切な表現がなされることを期待している。 

 

第 3章「財務諸表と報告企業」：報告企業（連結財務諸表の有用性） 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 審議資料に記載されている見解 1（一般目的の財務報告において、連結財務諸表と

非連結財務諸表のどちらが有用かについて言及すべきでない）と見解 2（一般目的

の財務報告において、一般に連結財務諸表の方が非連結財務諸表よりも有用と考え

られる）は、記述する内容に同意するか否かの問いになっているが、記述すること

自体に同意しない。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 見解 1 を支持する。概念 ED3.23項の「一般に連結財務諸表は非連結財務諸表より

も、財務諸表利用者にとって有用な情報を提供する可能性は高い」という記述は、

記述することにより何ら帰結は想定されず、記述自体が無意味であり有害とさえも

言えるのではないか。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 見解 1 を支持する。融資を行っている多くの保険会社は連結財務諸表だけでなく、
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単体財務諸表も重要なものと捉えている。また、米国では単体財務諸表の開示が要

求されていないが故に、金融危機の際に非常に困難な経験をしたため、単体財務諸

表の簡素化は憂慮すべきものと捉えている。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 見解 1 を支持する。単体財務諸表が有用な場合もあり、見解 2の連結財務諸表が非

連結財務諸表よりも有用な情報を提供する可能性が高いということは言い過ぎで

はないかと考える。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 見解 2 を支持する。親会社は子会社を支配している以上、子会社のキャッシュを親

会社の意思で動かすことができるため、連結財務諸表の方がより有用であると考え

る。子会社のキャッシュの移動に制約がある等の場合には、見解 1の論拠に記述し

ているように追加的に開示することで解決できると考える。この考え方を前提に、

単体財務諸表の簡素化を主張してきた経緯もある。また、仮に、非上場企業の融資

者の立場であっても、連結財務諸表の有用性は変わらないと考える。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 見解 2 を支持する。現状、単体財務諸表は社内管理用及び社外公表用でも全く使用

しておらず、一般的に連結財務諸表が非連結財務諸表よりも有用であるという主張

に違和感はない。また、仮に、非上場企業の融資者の立場であっても、連結財務諸

表の有用性は変わらないと考える。 

 

第 6章「測定」：測定基礎の選択 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 具体的な提案内容については、今後、検討を行う予定とされているが、財務業績を

表示する観点の測定基礎と財政状態を表示する観点の測定基礎が異なる場合にど

ちらの観点をより重視するかに関する提案内容の方向性について確認したい。 

これに対して、事務局より、次の回答がなされた。 

 企業への正味のキャッシュ・インフローを予測する目的の観点から、財務業績に関

する情報がより重要と考えており、その方向性で提案する予定である。 

 

以 上 


